
「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。 お 知 ら せ
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国
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守
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、
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自
衛
官
募
集

　

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
で
は
、

次
の
要
領
で
自
衛
官
な
ど
を
募
集
し
ま

す
。
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般
幹
部
候
補
生
（
飛
行
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む
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第
１

回
）

応��

募
資
格
＝
22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
か

た
（
採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
）

受
付
期
限
＝
４
月
３
日
㈮

試�

験
日
＝
【
１
次
】
４
月
11
日
㈯
・
12

日
㈰
（
12
日
㈰
は
海
空
飛
行
要
員
の

み
）
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２
次
試
験
以
降
は
随
時
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

幹
部
候
補
曹
（
第
１
回
）

応��

募
資
格
＝
20
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以
上
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歳
未
満
の
か

た
（
採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
）

受
付
期
限
＝
４
月
３
日
㈮

試�

験
日
＝
【
１
次
】
４
月
11
日
㈯
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２
次
試
験
以
降
は
随
時
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

自
衛
官
候
補
生

応��

募
資
格
＝
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
か

た
（
32
歳
の
か
た
は
採
用
予
定
月
の

末
日
現
在
、
33
歳
に
達
し
て
い
な
い

か
た
）

受�

付
期
間
＝
年
間
通
じ
て
行
っ
て
お
り

ま
す
。

試�

験
日
＝
受
付
時
ま
た
は
地
方
協
力
本

部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

合�

格
発
表
＝
試
験
時
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

問�

合
せ
＝
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隊
埼
玉
地
方
協
力
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谷
地
域
事
務
所
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５
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埼
玉
司
法
書
士
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

出
張
法
律
相
談
会
の
開
催

　
埼
玉
司
法
書
士
会
は
、
日
常
の
悩
み

や
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
に
応
じ
、
法
的
解

決
を
支
援
す
る
た
め
、
「
県
北
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー
出
張
法
律
相
談
会
（
無

料
）
」
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
４
月
21
日
㈫

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

　
※
次
回
は
７
月
に
開
催
予
定
で
す
。
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央
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債
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義
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な
ど
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談
方
法
＝
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（
１
組
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間
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約

予�

約
方
法
＝
総
合
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談
セ
ン
タ
ー
へ
電

話
（
相
談
日
の
１
週
間
前
に
予
約
締

切
）
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３
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７
８
６
１

相
談
無
料
！

関
東
財
務
局
の
相
談
窓
口

　
関
東
財
務
局
で
は
、
金
融
取
引
や
多

重
債
務
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い

て
、
地
域
の
皆
さ
ま
か
ら
の
相
談
を
無

料
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
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詐
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勧
誘
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す
る
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相
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６
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－
３
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○
ヤ
ミ
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１
５
１
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○
多
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務
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円
満
な
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す

労
使
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

　
「
解
雇
・
雇
止
め
」
「
労
働
条
件
の

見
直
し
」
「
パ
ワ
ハ
ラ
」
な
ど
労
働
者

と
会
社
の
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
県
労
働
委
員
会
が

中
立
・
公
正
な
立
場
で
あ
っ
せ
ん
を
行

い
、
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
お
手
伝
い
し
ま

す
。
手
続
は
簡
単
・
無
料
、
秘
密
厳
守

で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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人口 10,558人 （－13人）

男 5,340人 （－14人）

女 5,218人 （＋１人）

世帯 4,613戸 （－１戸）

人口増減内訳

出生 転入 死亡 転出

４ 36 22 31

２月１日現在の人口と世帯  
(　　)内は前月比です。

外国籍のかた253人も含みます。

戸籍の窓口（敬称略） この欄に掲載を希望されるかたは、届出時に住民保険課へお申し出ください。

１月16日～２月15日申出分　※行政区順

　休日の軽症の内科系診療は、本庄市児玉郡医師会
医師により本庄市保健センター内の休日急患診療所
で行っています。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診  察  日　日曜日・祝日
診療時間　午前９時～午後４時（正午～午後１時除く）
　　　　　※発熱外来も行なっています。
　　　　　午後７時～10時（受付：午後９時45分まで）
住　　所　本庄市北堀1422-1（本庄市民文化会館隣）

○休日診療

　毎週木曜日に、休日急患診療所で内科系
疾患の夜間診療を行っています。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診療日時　毎週木曜日 午後８時～10時
　　　　　 （受付：午後９時45分まで）
※木曜日が祝日にあたる場合の診療時間は、休日診療

と同じです。

○平日夜間診療

　１つは、皆さんがよく知っている「１１０番」。
　もう１つが「警察相談専用電話『＃９１１０』」です。
　緊急ではないが警察に相談したいことがある、と
いう場合は『＃９１１０』へ。
＊�24時間受付（夜間および土曜日・日曜日・祝日・

年末年始は当直対応となります。）
■プッシュ回線：#9110
■ダイヤル回線：☎048-822-9110

警察とみんなを結ぶ２つの「ホットライン」

　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機
関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、
判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。
■相談時間＝毎日24時間
■電話番号＝�＃7119　☎048-824-4199
　　　　　　（ダイヤル回線、IP電話、PHSをご利用の場合）
※次の番号からも電話をかけられます。
　○小児救急電話相談　#8000
　　または　☎048-833-7911
※利用上のお願い
　この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバ
イスにより、相談者の判断の参考としていただくもの
ですので、あらかじめご理解のうえご利用ください。
■問合せ＝埼玉県保健医療部医療整備課
　　☎048-830-3559

○大人の救急電話相談・小児救急電話相談
　（全国共通ダイヤル＃7119で365日、24時間実施）

　救急車を呼ばなくても病院へ行くことができる場合は、
児玉郡市広域消防本部指令課（☎24-1119）で医療機関
の情報をご案内します。

○医療機関情報の問い合わせ（24時間）

○在宅当番医療機関  ▶診療時間　午前９時～正午
休日の急患診療は、郡市内医療機関が輪番で行っています。

月　日 医療機関名 電話番号

３月８日㈰ よ し は ら 整 形 外 科 ☎73-1575
３月15日㈰ 飯塚耳鼻咽喉科医院 ☎34-2313
３月20日（金・祝） 五 十 嵐 整 形 外 医 院 ☎24-2313
３月22日㈰ 池田レディースクリニック ☎22-2048
３月29日㈰ 彩 の 丘 ク リ ニ ッ ク ☎71-7166
４月５日㈰ あたご山クリニック ☎22-8733

※当番医は変更になる場合がありますので、確認してか
ら受診してください。

お誕生おめでとう
名　前 保護者 行政区

お悔やみ申し上げます
名　前 年　齢 行政区

齊藤 守 74 小茂田
飯野 美重子 92 北十条
黑沢 和子 83 広木
浅見 津良 64 甘粕
上田 宗甫 95 甘粕

今月号への掲載希望はありませんでした。

問合せ＝総務課　自治防災係　☎76-1115

広告募集中！
掲載を希望されるかたは

お気軽に問い合わせください！
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